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５ １ 九州旅客鉄道労働組合 
発行責任者 吉田祥司 

何がハラスメントに該当するのか、そしてハラスメントを報告するポイントなどを学んだ上で、

近年増えているカスタマーハラスメントについて意見交換をしましたので一部を紹介します。 

顧客の立場を利用して従業員の人格を否定するような言動・行動を行うことは、鉄道業であろ

うとなかろうと絶対に許されるものではありません。労働組合としても組合員の声を聞いて現状

を把握した上で、必要なことは会社と協議して、労働環境の改善に繋げていきます。 

報告されたカスタマーハラスメントの一例 

 
・車内巡回の際に声を掛けられたため、お伺いすると身体に関する不快な発言をされた。（乗務員） 

・酔ったお客さまから、彼氏の有無や結婚の有無、プライベートな質問を受けた。（駅） 

・お客さまから盗撮された。（乗務員） 

・名刺やフルネームの要求をされた。（駅・乗務員） 

・名前を調べたお客さまが自分を特定してＳＮＳにダイレクトメッセージが来た。（乗務員） 

・対応中に頭に顔を近づけてにおいをかがれた。（駅） 

・案内の際に間違ったら、「○○（名前）、死ね」と暴言を吐かれた。（駅） など 

これまでも労働組合は会社と第三者加害

に関する専門協議会（交渉）を行ってきてい

ますが、これからも改善に向けて動いていき

ます。組合員の皆さんからも分会・支部・地

本の役員を通して労働組合へ情報をいただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

４月２０日の「女性組合員セミナー＆意

見交換会」の後半は、ハラスメントについ

てクイズで学習をしました。 

交運労協「悪質クレームアンケート調査報告書（2021）」より抜粋 

左の表は、2021 年に交運労協（電車・バ

ス・飛行機・船などの交通事業者の労働組合

でつくる協議会）が各労働組合の組合員にア

ンケートを取ってまとめた報告書の一部で

す。今回の意見交換会の中でもお客さまの

暴言に関する報告が多くありましたが、調査

結果を見てもお客さまから受けた迷惑行為

で一番多かったのが「暴言」となっています。 


